
令和５年度おだわら市民交流センターＵＭＥＣＯ第三者評価の流れ（案） 

 

５月下旬 第７回会議 

○令和５年度事業報告 

 指定管理者から事業報告を受ける。 

指定管理者への質疑により、必要事項を聴取する。 

 ※前回と同様の報告資料様式を用いる。ただし、新規様式の検討のため、

「アンケート結果まとめ」「指摘事項に係る対応状況一覧」も可能な

範囲で作成する。 

○第三者評価に係る意見交換 

委員間で意見交換を行い、評価の方向性を共有する。 

  

 

５月末 各委員において「第三者評価シート」に記入し、事務局へ提出する。 

※評価点は５段階 

  

 

６月初旬 事務局においてとりまとめ、「第三者評価意見等一覧」と、「第三者評価意

見等集約シート」「第三者評価」の案を各委員へ送付する。 

  

 

６月中旬 各委員から、案に対する修正意見を事務局へ提出する。 

  

 

６月下旬 正副委員長の確認を経て、評価結果を確定する。 

  

 

６月末 指定管理者に「第三者評価意見等集約シート」「第三者評価」を送付する。 

市ホームページ上で、「第三者評価」を公開する。 
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